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外
務
省
の
大
使
館
及
び
総
領
事
館
に
お
け
る
便
宜
供
与
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
二
三
号
）
及
び
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
六
四
号
）
を
踏

ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
便
宜
供
与
の
格
付
け
に
つ
い
て
、
Ａ
Ａ
、
Ｂ
Ｂ
、
Ｃ
Ｃ
、
Ｃ
Ｃ－

Ｇ

Ｇ
、
Ｃ
Ｃ－

Ｈ
Ｈ
、
Ｄ
Ｄ
、
Ｔ
Ｔ－

Ｘ
Ｘ
及
び
Ｔ
Ｔ
の
分
類
が
あ
る
こ
と
並
び
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
に
該
当
す
る
者
の
官

職
等
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「
前
々
回
答
弁
書
」
で
は
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
九
年
度
に
お
け
る
、
右
分
類
で
い
う

Ｃ
Ｃ
以
上
に
該
当
す
る
国
会
議
員
へ
の
便
宜
供
与
の
件
数
に
つ
い
て
、
千
五
百
十
六
件
、
千
三
百
五
十
七
件
、
千
九
百
六
十

二
件
、
千
二
百
五
十
八
件
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
国
会
議
員
へ
の
便
宜
供
与
の
具
体
的
内
容
は
ど
の
様
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
前
々
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
便
宜
供
与
に
つ
い
て
は
、
在
外
公
館
か
ら
の
報
告
が
完
了
し
て

お
ら
ず
、
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
、
国
会
議
員
へ
の
便
宜
供

与
の
件
数
に
関
す
る
各
在
外
公
館
か
ら
の
報
告
は
完
了
し
て
い
る
か
。
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
件
数
及
び
内
容
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

一



三

一
と
二
の
便
宜
供
与
に
つ
き
、
各
在
外
公
館
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
派
遣
員
が
担
当
し
た
も
の
と
、
派
遣
員
で
は
な
い
、

外
務
省
の
正
規
の
職
員
で
あ
る
現
地
の
大
使
館
員
が
担
当
し
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
件
ず
つ
あ
っ
た
か
、
そ
の
件
数
及
び

内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

一
と
二
の
便
宜
供
与
は
、
我
が
国
の
国
益
上
、
ど
の
様
な
意
義
を
有
し
て
い
る
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


